
 宇治市が実施する中宇治地域市民協働推進拠点公民連携調査業務について、契

約希望者から提案を受けて契約対象者を決定する公募型プロポーザルにより実施を

するので、次のとおりお知らせします。 

 

 令和７年４月１８日 

 

宇治市長  松村  淳子   

 

中宇治地域市民協働推進拠点公民連携調査業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

 本業務は、令和６年度に策定した「中宇治地域市民協働推進拠点整備構想」に基

づき、市民協働推進拠点として必要とする４つの機能を実現するため、拠点施設とし

て必要な面積・その他の仕様、民間収益施設に係る調査・検討を行い、公民連携を進

めるための事業スキームの検討、事業手法の具体化を図ることを目的とする。 

業務受託者の選定にあたっては、専門的知識や技術等を有する者を公募型プロポ

ーザル方式により決定するものとする。 

 

２ 委託業務内容 

（１）委託業務名 

    中宇治地域市民協働推進拠点公民連携調査業務 

（２）委託期間 

    契約締結日から令和８年１月３１日まで 

（３）業務内容 

    別紙仕様書のとおり 

（４）予定価格（事業費） 

 本件に係る総予算額（事業費の上限額）は９，０００，０００円（消費税及び地方消

費税相当額含む）である。なお、前払い及び部分払いは行わない。 

 

３ 参加者に要求される資格 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号に掲げる者

でないことのほか、次に掲げる要件を全て満たすこと。 

（１）宇治市競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。 

（２）本件のプロポーザル参加申込書提出日の最終日及び見積日において宇治市

競争入札等参加資格の停止に関する要領に基づく指名停止措置を受けていな



いこと。 

（３）宇治市暴力団排除条例（平成２５年宇治市条例第４３号）第２条第４号の暴力

団員等又は同条第５号の暴力団密接関係者でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなさ

れている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始

の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法に基づき更生手続開

始決定がなされている場合及び民事再生法に基づき再生手続開始決定がなさ

れている場合を除く。 

（５）過去５年間（令和２年４月１日から参加申込書提出日までに業務が完了したも

の）に、地方公共団体が発注し完了した本業務と同種の業務の実績を有する者

であること。 

 

同種の業務：ＰＰＰ／ＰＦＩ導入可能性調査業務、当該事業アドバイザリー業務又

はこれに類する業務 

 

４ 関係書類の配布 

（１）配布場所 

     宇治市総務・市民協働部契約課 

      郵便番号   ６１１－８５０１ 

      所在地    京都府宇治市宇治琵琶３３番地 

               宇治市役所庁舎本館 ３階 

      電話番号   ０７７４－２０－８７１６ 

      ＦＡＸ番号   ０７７４－２０－８７７８ 

 

（２）配布期間 

令和７年４月１８日（金）から 

令和７年４月２４日（木）まで 

     土曜日及び日曜日を除く毎日、午前８時３０分から午後５時００分まで 

      （正午から午後１時までを除く。） 

 

５ プロポーザルへの参加方法 

  本件の公募型プロポーザルに参加を希望する者は、公募型プロポーザル参加申

込書、業務実績調書（様式１）等を宇治市長に提出しなければならない。なお、本業

務実績調書の記載内容は、提案書審査の評価対象とするので注意すること。 

（１）受付場所 

    本要領４（１）に同じ。 



（２）受付期間 

    本要領４（２）に同じ。 

（３）提出方法 

   郵送又は直接持参すること。郵送方法は、特定記録郵便、簡易書留郵便、書

留郵便又はその他到着の確認できる送付方法のいずれかを用い、お知らせで指

定する期日まで（必着）に宇治市契約課へ郵送して下さい。なお、郵送料は、入

札参加希望者の負担とします。料金不足のものは受け取りません。配達日指定を

用いることを推奨します。 

 

６ 提案書提出者選定審査結果の通知 

（１）審査の結果、提案書の提出者として選定した者には、令和７年５月８日（木）に

電子メール等により連絡するので、本要領８により審査資料（提案書）を宇治市

長に提出すること。 

（２）提案書の提出者として選定されなかった者については、その旨を電子メール等

により連絡する。審査経過については公表しないが、非選定理由の説明を求め

る者には理由を説明する。非選定理由の詳細内容について説明を求めようとす

る者は、当該通知日の翌日から起算して５日（休日を除く。）以内に、説明を求め

る内容を記載した書面を、宇治市総務・市民協働部契約課に提出しなければな

らない。その回答は、当該書面の提出日の翌日から起算して５日（休日を除く。）

以内に、宇治市総務・市民協働部契約課において行う。 

 

７ 業務等に関する質疑 

（１）質疑の受付場所及び期間 

   ①受付場所 

    本要領４（１）に同じ。 

   ②受付期間 

    令和７年４月１８日（金）から  

令和７年５月８日（木）まで 

     午前８時３０分から午後５時００分まで 

（土曜日、日曜日、祝日及び正午から午後１時までを除く。） 

（２）提出方法 

質疑は文書によるものとし質問の要旨を簡単にまとめて箇条書きにすること。な

お、持参を原則とするがファックスによる送付も認める。その場合は、併せて電話

で連絡し、到着を確認すること。 

（３）質疑に対する回答 

質疑に対する回答は、令和７年５月１２日（月）午後１時以降、宇治市総務・市



民協働部契約課にて閲覧できる。 

 

８ 審査資料（提案書）の提出 

（１）審査資料等作成にあたっての注意事項 

・ 指定した書式に従って作成すること。 

・ 文字等の色指定はない。 

・ 文字サイズは１０ポイント以上とし、文章で表現すること。必要に応じて、表や

画像、模式図等を使用してもよい。 

・ 専門的知識を有しない者でも、理解できる分かりやすい表現を使用し、専門 

用語を使用する場合は、必ず注釈や説明書を付ける等の配慮をすること。 

 

（２）審査資料（提出書類）について 

   ①企画提案書 

    ・書式：自由（A４判、普通紙、A３判の折り込み可） 

    ・内容：次項９（１）について留意すること。 

    ・ページ数：２０ページ以内 

   ②業務実績 

    ・書式：参加申込時に提出された業務実績調書（様式１）を用いて審査する。 

    ・内容：次項９（２）について留意すること。 

   ③業務実施体制 

    ・書式：様式２「配置予定業務責任者・担当責任者経歴書」及び様式３「業務実

施体制調書」で提出すること。 

    ・内容：次項９（３）について留意すること。 

④参考見積書 

    ・書式：自由（A４判） 

    ・内容：次項９（４）について留意すること。 

 

（３）審査資料（提案書）の受付等 

① 受付場所 

      本要領４（１）に同じ。 

② 受付期間  

      令和７年５月１９日（月）から 

令和７年５月２３日（金）まで 

      午前８時３０分から午後５時００分まで。 

（正午から午後１時までを除く。） 

   ③ 提出方法 



      郵送又は持参とする。提案は１つまでとする。 

   ④ 提出部数  

      ８部とする。 

 

９ 資料作成にあたっての留意点 

（１）企画提案書について 

   ①「本業務の基本方針」について 

    ・本業務を遂行するにあたり、「中宇治地域市民協働推進拠点基本ビジョン」

「中宇治地域市民協働推進拠点整備構想」を踏まえ、業務に対する基本的な

考えを記載すること。 

   ②「本業務のフロー・スケジュール」について 

    ・契約締結日以降の導入時及び本業務のフロー・スケジュールを具体的かつ詳

細に記載すること。 

   ③「本業務に係る企画提案」について 

    ・仕様書を基に、宇治市にとって効果的かつ効率的な取組手法等を具体的に

わかりやすく提案すること。 

    ・中宇治地域の地元市民やまちづくり団体の意見を反映する手法等を具体的

に提案すること。 

    ・提案の趣旨や貴社のアピールポイントなど簡潔にわかりやすく記載すること。 

（２）「業務実績」について 

   過去５年間（令和２年４月１日から参加申込提出日までに業務が完了したもの）に、

地方公共団体が発注し完了した本業務と同種の業務の実績の内容を記載し内

容が分かる資料を添付すること。 

（３）「業務実施体制」について 

   ・本業務を遂行するにあたり、適切かつ確実な体制を有しているか、業務責任

者、担当責任者及び担当者等の氏名、業務経験内容と年数及び担当する業

務、あれば資格等を記載すること。また、配置予定の業務責任者及び担当責

任者については経歴書（様式２）を提出すること。 

（４）「参考見積書」について 

・委託料は消費税及び地方消費税を含み、参考見積書の金額が予定価格を超

過した場合は失格とする。 

（５）その他 

・「１０  提案書を特定するための評価基準」に基づき評価するため、その観点、

ポイントについて重点的に記載すること。 

・書類の作成及び提出並びにその説明に係る費用は、提案者の負担とする。 

・提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とする。 



・資料提出後の追加、修正は認めない。 

・提出された資料は返還しない。 

 

１０  提案書を特定するための評価基準 

別紙 評価基準のとおりとする。 

 

１１ 提案の審査 

（１）業者の選定にあたっては審査委員会を設置し、各提案書提出者からの提案書

類の審査を行い、契約対象者を選定する。 

（２）審査の方法は書面審査とするが、提案内容に疑義が生じた場合など必要に応

じてヒアリングを行う場合がある。なお、審査評価点が満点の６割に満たない場合

は契約対象者として選定しない。 

（３）審査評価点が最高得点の者を契約対象者として選定する。なお、提案者が１者

の場合でも、審査評価点が満点の６割以上であれば契約対象者として選定する。 

（４）審査経過については公表しない。非選定理由の説明を求める者には理由を説

明する。非選定理由の詳細内容について説明を求めようとする者は、当該通知日

の翌日から起算して５日（休日を除く。）以内に、説明を求める内容を記載した書

面を、宇治市総務・市民協働部契約課に提出しなければならない。その回答は、

当該書面の提出日の翌日から起算して５日（休日を除く。）以内に、宇治市総務・

市民協働部契約課において行う。 

（５）審査結果についてはプロポーザル参加者すべてに通知するが、異議の申し立

ては認めない。 

 

１２ 業務委託契約の締結 

  宇治市にとって最適の提案をした者を審査委員会で選考し、契約対象者とする。

選定した者と契約条件の協議を行い、協議が整えば随意契約の手続により、業務

委託契約を締結する。 

 

１３ 参加報酬 

  プロポーザル参加報酬は支給しないのであらかじめ了承されたい。 

 

１４ 閲覧 

  宇治市財務規則（昭和４４年宇治市規則第１号）、宇治市業務委託契約書約款は、

宇治市総務・市民協働部契約課で閲覧することができる。 

 

１５ その他留意事項 



（１）以下に掲げる資料を熟読の上、参加表明をすること。 

   ・市民協働によるこれからの公共施設に向けて～公共施設の将来像～ 

   ※市ホームページ掲載 URL： 

https://www.city.uji.kyoto.jp/uploaded/attachment/40144.pdf 

・中宇治地域市民協働推進拠点 基本ビジョン 

・中宇治地域市民協働推進拠点整備構想 

※市ホームページ掲載 URL： 

https://www.city.uji.kyoto.jp/site/nakauji-shiminkyodokyoten-vision/list450-

993.html 

（２）提案書の提出を辞退しても、これを理由として不利益な取り扱いをすることはない。 

（３）選定後に契約対象者との契約条件に係る協議において、提案内容から大幅な変

更が生じた場合は、次点となる提案をした者を契約対象者とする。ただし、提案内

容が要求水準に達していない場合は次点とは見なさない。 

（４）契約後、本市がやむを得ないと認める理由により大幅な変更が発生した場合は、

代案及び契約金額の変更等について協議を行う。 

（５）１から１５までに定めるもののほか、宇治市財務規則の定めるところによる。なお、

本要領に示した書類のほか宇治市長が必要と認める書類の提出を求めることが

ある。また、事務上の都合により、必要に応じて宇治市長が一部を変更し、また追

加する場合がある。 


